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l  タイ⼯工業省省主管のタイ王国政府公益法⼈人。�
l  「お互いプロジェクト」を推進する為の「ステアリング・コミッティー」。�
l  「お互いプロジェクト」の普及、促進、拡⼤大を⽬目的とする。�
l  「案件形成＝Business  Creation,  Incubation」を⽬目指す。�

l  理理事⻑⾧長：プラモート・ウィタヤースック  (元タイ王国⼯工業省省副⼤大⾂臣)�
l  共同代表理理事:  パーサコーン・チャイラット（タイ王国⼯工業省省）�
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    松島 　⼤大輔  (⻑⾧長崎⼤大学  教授）�
l  共同代表事務局⻑⾧長： �梅⽊木 　英徹（Toyo  Business  Service  PCL代表取締役）�

l  顧問：案件形成に向けて必要となるスキルを有する個⼈人を選任�

※「お互いプロジェクト」とは、�
l  2011年年の東⽇日本⼤大震災とタイ⼤大洪⽔水を契機に⽇日本とタイの両国政府により開始された、両国の強みを以てお互いの弱
みを補い合い、新たなビジネスの案件形成を⽬目指すプロジェクト。�

l  既に12の地⽅方⾃自治体が参画し、30以上のプロジェクトが進んでおり、⽇日本の中⼩小企業が新興アジアの成⻑⾧長を取り込む
ための具体的なビジネス・プラットフォームとして、地⽅方創⽣生の⾜足掛かりとして機能。�

1.  お互いフォーラムとは�



お互いフォーラム登記証明書  (2015年年6⽉月12⽇日付)�
(⽇日本語訳)�



2.  お互いフォーラムの使命＝「案件形成」�

「案件形成」とは、ヒト・モノ・カネをはじめとする事業に必要な
様々な要素を発⾒見見し、その要素を合理理的、有機的に結びつけ、連携
させて、案件を事業化すること。�
�
お互いフォーラムの使命は、案件形成企業の企画段階にある案件を、�
協⼒力力機関や⽀支援企業の要となって「案件形成」に協⼒力力すること。�
�
お互いフォーラムの事務局は、案件形成企業のニーズに合わせて、�
協⼒力力機関や⽀支援機関の間を取り持って最適なプロジェクトチームを
編成すること。（ステアリング・コミッティー）�



3.  お互いフォーラムの対象領領域-‐‑‒1�
【⼊入⾨門】顧客開拓拓の課題に対応するためには従来型では無理理�
【基礎】「案件⽀支援」ではなく、「案件形成」が必要となる時代�
【応⽤用】その際官⺠民連携が不不可⽋欠となる＝欧⽶米、中韓等の他国は戦略略的な官⺠民⼀一体海外展開⽀支援�

「案件形成」とは？＝顧客創造（現地における最⼤大の課題）�

案件形成� 案件⽀支援� 案件経営�
案件形成は属⼈人的�
⇒公でありビジネスがわかる⼈人材�
⇒⼈人材育成（Ver2.0）により解消�

案件育成は⽀支援機関の活⽤用余地�
⇒育成、⽀支援、駆け込み寺�
⇒これまでの海外展開⽀支援をフル活⽤用�

案件運営は基本的に⺠民間�
⇒官が出るとしてもマーケット型⽀支援であり、
官製ファンドになる�
⇒但し優先度度などで議論論できる協議会は歓迎�
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案件形成を持続可能な形で�
遂⾏行行するための�

エコシステムを検討中�

公的⽀支援機関�
（JETRO、JICA、SMRJ、商
⼯工会議所、等）による⽀支援体制�

官製ファンド�
（INCJ、CJ 　等）�
による出資体制�



4.  お互いフォーラムの対象領領域-‐‑‒2�

 　ビジネス展開�      ダーウィンの海�製品開発�死の⾕谷�基礎研究�

シード期� スタートアップ期� 急成⻑⾧長期� 安定成⻑⾧長期�
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案件形成� 案件⽀支援� 案件経営�

倒産�

失速・倒産�
起業�

落落ちれば倒産�
公的⽀支援機関による�
死の⾕谷の回避�

沈沈めば倒産�
官製ファンド等による�
マーケット型⽀支援�

新成⻑⾧長期�



5.  お互いフォーラム体制＆案件形成における連携�

1.案件形成企業�
Innovation  Partner�

2.協⼒力力機関�
Strategic  Partner�

3.⽀支援企業�
Supporting  Partner�

連  携�

⽀支  援�協  ⼒力力�

4.事務局�
Steering  Committee�

案件相談�

ヒト� モノ� カネ�

お互いフォーラム�

連  携�



6.  お互いフォーラム各構成要員の役割�
案件形成に向けて対象となる企業  –  アセアン市場による規制、系列列からの⾃自由化�
�
例例：FOMM(川崎市発の電気⾃自動⾞車車メーカー)、アイシン、デンソーなど�

案件形成企業�
Innova&on	  Partner	  

案件形成に向けて戦略略的に協⼒力力を得る機関  �
-‐‑‒  案件形成から寄与することで、確度度の⾼高い公的⽀支援の実⾏行行  �
例例：メコン研究所、TPA、  JICA、地⽅方⾃自治体�
（検討中）アセアンには各国⼀一機関設定、タイサブコン、タイ旅⾏行行業協会、JETRO�

協⼒力力機関�
Strategic	  Partner	  

案件形成に向けて必要となるサービスの企業等サービスプロバイダー�
-‐‑‒  案件形成を通じた、各⽀支援機関の事業拡⼤大�

例例(検討中含む)：⾦金金融機関：瀬⼾戸信⾦金金、損保ジャパン、メディア：Good  Media(MBA)、不不動産：TCC、
三菱菱地所レジデンス、セキュリティ：タイセコム 　旅⾏行行：Thaisinn  Express、物流流：⽇日本通運、IT：
WAKU、⽇日⽴立立システムズ  、⼈人材育成：パーソネルコンサルタント、エンジニア：三浦⼯工業など�

⽀支援企業�
Suppor&ng	  Partner	  

案件形成に必要な要素を、案件に合わせて連携する機能  -‐‑‒  以下の機能も内包�
Ⅰ【ヒト】グローバル⼈人材Ver2.0育成WG：案件形成⼈人材の育成�
Ⅱ【モノ】産業クラスターレビューWG：タイ＋ワンの推進�
Ⅲ【カネ】サプライチェーン⾦金金融WG：中⼩小企業⾦金金融制度度の構築�

事務局�
Steering	  Commi4ee	  



お互いフォーラム参加申込書�
協⼒力力機関・⽀支援機関向けMOU�案件形成企業参加表明書�


